
ジクロロメタン等有機溶剤 10 物質とジメチル－2,2－ジクロロビ

ニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質として規制されます 
 

厚生労働省はジクロロメタン等有機溶剤 10 物質※と DDVP を特定化学物質として規制することとし、

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案を発表しました。（平成 26 年 7 月 24 日） 

公布予定日：平成 26 年 8 月公布 

施行予定日：同年 11 月 1 日予定  

 

［改正の概要］ 

１．ジクロロメタンをはじめとする有機溶剤 10 物質を特定化学物質に移行  

これらの物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散を抑制するため

の設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などの有機溶剤

中毒予防規則に基づく措置に加え、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを 30 年保

存することが義務付けられます。  

 ２．ジメチル－2,2－ジクロロビニルホスフェイト（DDVP）を特定化学物質に追加    

DDVP を含む製剤の成形、加工又は包装業務を行う場合には、新たに、化学物質の発散を抑制

するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが

義務付けられ、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを 30 年保存することが必要とな

ります。  
                                                      

※ ジクロロメタンをはじめとする発がんのおそれのある有機溶剤 10 物質  

・  クロロホルム  
・  四塩化炭素  
・  1,4- ジオキサン  
・  1,2- ジクロロエタン（1,2-ジクロルエタン、別名二塩化エチレン）  
・  ジクロロメタン（ジクロルメタン、別名二塩化メチレン）  
・  スチレン  
・  1,1,2,2- テトラクロロエタン（1,1,2,2-テトラクロルエタン、別名四塩化アセチレン）  
・  テトラクロロエチレン（テトラクロルエチレン、別名パークロルエチレン）  
・  トリクロロエチレン（トリクロルエチレン）  
・  メチルイソブチルケトン（MIBK）  

 

国際品質保証規格 ISO9001 認証取得 
計量証明事業所 第 54 号・77 号・78 号 
作業環境測定機関 第 46-2 号 
土壌汚染指定調査機関 環 2003-1-874 
第 2 種臭気測定認定事業所 第 281(01)号 
水道法第 20 条登録検査機関 厚生労働省登録番号第 151 号 
建築物飲料水水質検査事業 鹿児島県 24 水第 1 号 
温泉法登録分析機関 鹿児島県第 3 号 
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